
議案第７８号 

 

相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市一般職の給与に関する条例(昭和２６年相模原市条例第１１号)の一部

を次のように改正する。 

第１１条第３項中「任期付短時間勤務職員で」の次に「正規の勤務時間が割り振

られた日において」を加える。 

附則に次の１項を加える。 

(再任用職員の給料月額に関する特例) 

１７ 昭和２８年４月１日以前に生まれた者(地方公務員等共済組合法(昭和３７

年法律第１５２号)附則第１８条の２第１項第１号に規定する特定警察職員等

にあつては、昭和３４年４月１日以前に生まれた者)のうち、第３条第１項第１

号に規定する行政職給料表(１)の適用を受ける再任用職員でその職務の級が

３級のものの給料月額は、別表第１の規定にかかわらず、同表再任用職員の項中

「２５８，０００」とあるのは「２２５，５００」として同条第２項若しくは第

３項又は第３条の３の規定を適用した額とする。 

別表第１再任用職員の項中「２２５，５００」を「２５８，０００」に改め、同

表任期付職員の項中「１９９，３００」を「２２６，９００」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

公的年金の支給開始年齢の引上げに伴い、再任用制度の円滑な実施を図るため、

再任用職員の給料月額の改定、当該改定に伴う特例の規定の追加その他所要の改



正をいたしたく提案するものである。 

 



議案第７８号関係資料 

 

相模原市一般職の給与に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）再任用職員の給料月額の改定(別表第１関係) 

行政職給料表(１)に規定する再任用職員の給料月額について、次の表のと

おり改定するもの 

区分 職務の級 現行 改定後 

再任用職員 ３級 ２２５，５００円 ２５８，０００円 

（２）再任用職員の給料月額に関する特例の追加(附則第１７項関係) 

昭和２８年４月１日以前に生まれた者(特定警察職員等にあっては、昭和３４

年４月１日以前に生まれた者)のうち、行政職給料表(１)の適用を受ける再任

用職員でその職務の級が３級のものの給料月額は、行政職給料表(１)に規定

する給料月額を２２５，５００円として算定することとするもの 

２ 施行期日 

平成２６年４月１日 

 



議案第７９号  

 

   相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改正する条例につ 

いて 

 相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

  平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改正する条例 

 (相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例の一部改正) 

第１条 相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和３９年相模原市条例第３６

号)の一部を次のように改正する。 

  第１条中「および」を「及び」に改め、「ついては」の次に「、別に定めがあ

るものを除くほか」を加える。 

  第３条中「諸収入金を」を「市長は、諸収入金を」に改め、「納付しない」の

次に「者がある」を加え、「基づき督促状を発したときは、」を「よる督促をした

ときは、当該諸収入金の額(その額に１，０００円未満の端数があるとき、又は

その全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨

てる。)に、その」に、「諸収入金納付の日まで」を「納付の日までの期間」に、

「諸収入金２，０００円以上(１，０００円未満の端数は、切り捨てる。)である

とき年１４．５パーセント」を「年１４．６パーセント」に、「７．２５パーセ

ント」を「７．３パーセント」に、「延滞金(確定金額」を「金額(その額」に、

「を当該諸収入金に」を「に相当する延滞金額を」に改め、「徴収する」の次に

「ものとする」を加え、同条に次の２項を加える。 

２ 延滞金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 市長は、諸収入金を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない

理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。 



 第３条の次に次の１条を加える。 

  (委任) 

 第４条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

  附則第３項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、

同項を次のように改める。 

 ３ 当分の間、第３条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及

び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割

合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する特

例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該年に

おける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

附則中第５項を第６項とし、第４項の前の見出しを削り、同項を第５項とし、

同項の前に見出しとして「(城山町の編入に伴う経過措置)」を付し、第３項の次

に次の１項を加える。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算

の過程における金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

(相模原市奨学金条例の一部改正) 

第２条 相模原市奨学金条例(昭和３７年相模原市条例第１４号)の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条中「の各号」を削り、同条第１号中「昭和２２年法律第２６号)」の次

に「第１条」を加え、「、高等専門学校及び」を「及び高等専門学校並びに同法

第１２４条に規定する」に改め、同条第４号中「予約又は」を「予約をせず、又

はこれらの」に改める。 

  第３条第１項中「次」を「、次」に改める。 

  第５条中「前条の」の次に「規定による」を加える。 

  第６条中「奨学金貸与」を「奨学金の貸与」に、「たてなければ」を「立てな

ければ」に、「親権者」を「、親権者」に改める。 

  第７条ただし書中「数か月分をあわせて」を「数箇月分を合わせて」に改める。 



  第８条第６号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。 

  第９条第２項及び第１０条中「または」を「又は」に改める。 

  第１１条中「または」を「又は」に、「一つ」を「いずれか」に改め、同条第

１号中「死亡」を「死亡し、」に改め、同条第２号中「第１０条」を「前条」に

改める。 

  第１２条中「または」を「又は」に、「すでに」を「既に」に改める。 

  第１３条を次のように改める。 

  (督促) 

第１３条 奨学金を返還期限までに返還しない者に対する督促については、相模

原市債権の管理に関する条例(平成２４年相模原市条例第３号)の定めるところ

による。 

 第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。 

 (違約金の徴収) 

第１４条 奨学金を返還期限までに返還しない者がある場合において、前条の規

定により督促をしたときは、返還すべき額(その額に１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。)に、その返還期限の翌日から返還の日までの期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント(その返還期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算した金

額(その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する違約

金額を加算して徴収するものとする。 

２ 違約金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 教育委員会は、奨学生であつた者が奨学金を返還期限までに返還しなかつた

ことについてやむを得ない理由があると認めるときは、違約金を減額し、又は

免除することができる。 

  附則中第２項を第４項とし、第１項の次に次の見出し及び２項を加える。 

  (経過措置) 

 ２ 当分の間、第１４条第１項に規定する違約金の年１４．６パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準



割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあつては当該年

における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における違約金の額の計算において、その計算

の過程における金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 (相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正) 

第３条 相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和４９年相模原市

条例第２２号)の一部を次のように改正する。 

  第１条中「あてる」を「充てる」に改める。 

  第３条中「次条の」の次に「規定による」を加える。 

  第６条第１項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「第４条の」の次

に「規定による」を加え、同項ただし書中「場合」を「とき」に改め、同条第２

項中「第４条の」の次に「規定による」を加え、同条第３項中「納付期日」を

「納期」に改める。 

  第８条第２項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「決定し、」の次に

「当該申請を行つた者に」を加え、同条第４項中「第２項の」の次に「規定によ

り」を加える。 

  第９条中「同条第３項の」の次に「規定による」を加える。 

  第１０条中「国」を「市長は、国」に改める。 

  第１１条各号列記以外の部分中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改

め、同条第４号中「に基づく」を「の規定による」に改め、同条第７号中「減免

する」を「減額し、又は免除する」に改める。 

  第１２条第１項中「減免」を「減額又は免除」に改め、同条第２項中「決定

し、」の次に「当該申請を行つた者又は当該土地に係る受益者に」を加える。 

  第１３条の見出しを「(繰上納付)」に改め、同条第５号中「その他」を「前各

号に掲げるもののほか、」に改める。 

  第１４条中「第４条の」の次に「規定による」を加え、同条ただし書中「納付



すべき時期に至つている」を「納期限が到来している」に改める。 

  第１５条を次のように改める。 

  (督促) 

 第１５条 市長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後

２０日以内に、発付の日から１０日以内の期限を指定して督促状を発して督促

しなければならない。 

  第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。 

  (延滞金の徴収) 

 第１６条 市長は、負担金を納期限までに納付しない者がある場合において、前

条の規定による督促をしたときは、当該負担金の額(その額に１，０００円未

満の端数があるとき又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．５パーセント(その納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算した

金額(その額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１，０００円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞

金額を加算して徴収するものとする。 

 ２ 延滞金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。 

 ４ 市長は、受益者が負担金を納期限までに納付しなかつたことについてやむを

得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができ

る。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。 

附則中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第

６項の前の見出しを削り、同項を第７項とし、同項の前に見出しとして「(城山

町及び藤野町の編入に伴う経過措置)」を付する。 

附則中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の前の見出しを削り、

同項を第４項とし、同項の前に見出しとして「(津久井町及び相模湖町の編入に

伴う経過措置)」を付し、第２項の次に次の１項を加える。 



３ 当分の間、第１６条第１項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．２パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年１４．５パーセントの割合にあつては当該年

における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

 (相模原市看護師等修学資金貸付条例の一部改正) 

第４条 相模原市看護師等修学資金貸付条例(平成５年相模原市条例第１２号)の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「の各号」を削る。 

  第９条中「返還期日」を「返還期限」に改める。 

  第１２条を第１３条とする。 

  第１１条の見出し中「延滞金」を「違約金」に改め、同条第１項を次のように

改める。 

   市長は、修学資金を返還期限までに返還しない者がある場合において、前条

の規定により督促をしたときは、返還すべき額(その額に１，０００円未満の

端数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金

額又はその全額を切り捨てる。)に、その返還期限の翌日から返還の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント(その返還期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算し

た金額(その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する

違約金額を加算して徴収するものとする。 

第１１条第２項中「返還すべき日」を「返還期限」に改め、「ある」の次に

「と認める」を加え、「前項の延滞金を減免する」を「違約金を減額し、又は免

除する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 違約金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 



  第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

  (督促) 

 第１１条 修学資金を返還期限までに返還しない者に対する督促については、相

模原市債権の管理に関する条例(平成２４年相模原市条例第３号)の定めるとこ

ろによる。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次

の見出し及び２項を加える。 

  (経過措置) 

 ２ 当分の間、第１２条第１項に規定する違約金の年１４．６パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該年

における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における違約金の額の計算において、その計算

の過程における金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 (相模原市介護保険条例の一部改正) 

第５条 相模原市介護保険条例(平成１２年相模原市条例第１０号)の一部を次のよ

うに改正する。 

  第９条第３項中「すべて」を「全て」に改める。 

  第１２条の見出しを「(督促及び延滞金の徴収)」に改め、同条第１項中「に定

める」を「の定める」に改め、同条第２項を削る。 

  第１４条中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改める。 

 (相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部改正) 

第６条 相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成１３年相模原市条

例第３７号)の一部を次のように改正する。 

  第１条中「法第７条第１項」を「同項」に改める。 

  第３条第１項中「次条の」の次に「規定による」を加える。 



  第６条第１項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「第４条の」の次

に「規定による」を加え、同項ただし書中「場合」を「とき」に改め、同条第２

項中「第４条の」の次に「規定による」を加え、同条第３項中「納付期日」を

「納期」に改める。 

  第８条第２項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「決定し、」の次に

「当該申請を行った者に」を加え、同条第４項中「第２項の」の次に「規定によ

り」を加える。 

  第９条中「同条第３項の」の次に「規定による」を加える。 

  第１１条各号列記以外の部分中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改

め、同条第４号中「に基づく」を「の規定による」に改め、同条第７号中「減免

する」を「減額し、又は免除する」に改める。 

  第１２条第１項中「減免」を「減額又は免除」に改め、同条第２項中「決定

し、」の次に「当該申請を行った者に」を加える。 

  第１３条の見出しを「(繰上納付)」に改め、同条第５号中「その他」を「前各

号に掲げるもののほか、」に改める。 

  第１４条中「第４条の」の次に「規定による」を加え、同条ただし書中「納付

すべき時期に至っている」を「納期限が到来している」に改める。 

  第１５条を次のように改める。 

(督促) 

 第１５条 分担金を納期限までに納付しない者に対する督促については、相模原

市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和３９年相模原市条例第３６号)の定め

るところによる。 

  第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。 

  (延滞金の徴収) 

第１６条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者がある場合において、前

条の規定により督促をしたときは、当該分担金の額(その額に１，０００円未

満の端数があるとき又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．５パーセント(その納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算した

金額(その額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１，０００円未



満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞

金額を加算して徴収するものとする。 

２ 延滞金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 市長は、受益者が分担金を納期限までに納付しなかったことについてやむを

得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができ

る。 

附則中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項の前の見出しを削り、

同項を第６項とし、同項の前に見出しとして「(藤野町の編入に伴う経過措置)」

を付する。 

附則中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の前の見出しを削り、

同項を第３項とし、同項の前に見出しとして「(津久井町及び相模湖町の編入に

伴う経過措置)」を付し、第１項の次に次の１項を加える。 

(経過措置) 

 ２ 当分の間、第１６条第１項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．２パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年１４．５パーセントの割合にあっては当該年

における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

 (相模原市認定外道路管理条例の一部改正) 

第７条 相模原市認定外道路管理条例(平成１７年相模原市条例第１４５号)の一部

を次のように改正する。 

  第３条第２号中「たい積し」を「堆積し」に改める。 

  第９条の見出しを「(占用の期間等の計算等)」に改め、同条中「算定及び」を

「計算並びに」に、「の方法」を「、納付の督促及び延滞金の徴収」に、「及び第



４条」を「、第４条、第６条及び第７条並びに附則第４項」に、「の例による」

を「を準用する」に改める。 

  第１０条第７号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。 

  第１４条第２項中「ときは」の次に「、これを」を加える。 

(相模原市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正) 

第８条 相模原市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成１９年相模原市条例第２２

号)の一部を次のように改正する。 

  第２条ただし書中「設定された使用貸借若しくは」を「設定された使用貸借又

は」に改める。 

  第５条第１項中「前条の」の次に「規定による」を加え、同条第２項中「納付

期日」を「納期」に改め、同条第３項中「分担金は、」を「市長は、分担金を」

に改める。 

  第７条第２項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「決定し、」の次に

「当該申請を行った者に」を加える。 

  第８条中「者の」の次に「財産の状況その他の」を、「同条第３項の」の次に

「規定による」を加える。 

  第９条各号列記以外の部分中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改め、

同条第１号中「に基づく」を「の規定による」に改め、同条第３号中「減免す

る」を「減額し、又は免除する」に改める。 

  第１０条第１項中「減免」を「減額又は免除」に改め、同条第２項中「決定

し、」の次に「当該申請を行った者に」を加える。 

  第１１条中「第４条の」の次に「規定による」を加え、「は従前」を「は、従

前」に改め、同条ただし書中「納付すべき時期に至っている」を「納期限が到来

している」に改める。 

  第１２条を次のように改める。 

  (督促) 

 第１２条 分担金を納期限までに納付しない者に対する督促については、相模原

市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和３９年相模原市条例第３６号)の定め

るところによる。 

 第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

 (延滞金の徴収) 



第１３条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者がある場合において、前

条の規定により督促をしたときは、当該分担金の額(その額に１，０００円未

満の端数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．５パーセント(その納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算し

た金額(その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する

延滞金額を加算して徴収するものとする。 

２ 延滞金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 市長は、受益者が分担金を納期限までに納付しなかったことについてやむを

得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができ

る。 

 附則中第３項を第４項とし、第２項の前の見出しを削り、同項を第３項とし、

同項の前に見出しとして「(藤野町の編入に伴う経過措置)」を付し、第１項の次

に次の１項を加える。 

 (経過措置) 

２ 当分の間、第１３条第１項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．２パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年１４．５パーセントの割合にあっては当該年

における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合)とする。 

(相模原市後期高齢者医療に関する条例の一部改正) 

第９条 相模原市後期高齢者医療に関する条例(平成２０年相模原市条例第９号)の



一部を次のように改正する。 

  第５条第３項中「すべて」を「全て」に改める。 

  第６条を次のように改める。 

  (督促及び延滞金の徴収) 

 第６条 保険料を納期限までに納付しない納付義務者に対する督促及び延滞金の

徴収については、相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和３９年相模

原市条例第３６号)の定めるところによる。 

  第１０条第２項中「発布」を「発付」に改める。 

附則中第２項及び第３項の前の見出しを削り、同項を第２項とし、同項の前に

見出しとして「(平成２０年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料

の徴収の特例)」を付する。 

附則中第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

(相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正) 

第１０条 相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成２１年相

模原市条例第１４号)の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１６条」を「第１６条の２」に改める。 

  第２条第１項第３号中「を建築中」の次に「の者」を加える。 

  第８条第２項中「納付期日」を「納期」に改める。 

  第１０条第２項中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

  第１１条中「同条第３項の」の次に「規定による」を加える。 

  第１２条中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改める。 

  第１３条第１項中「減免」を「減額又は免除」に改める。 

  第１４条の見出しを「(繰上納付)」に改める。 

  第１５条ただし書中「納付すべき時期に至っている」を「納期限が到来してい

る」に改める。 

  第１６条を次のように改める。 

  (督促) 

 第１６条 分担金を納期限までに納付しない者に対する督促については、相模原

市諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和３９年相模原市条例第３６号)の定め

るところによる。 

  第３章中第１６条の次に次の１条を加える。 



  (延滞金の徴収) 

 第１６条の２ 市長は、分担金を納期限までに納付しない者がある場合において、

前条の規定により督促をしたときは、当該分担金の額(その額に１，０００円

未満の端数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、年１４．５パーセント(その納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算

した金額(その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する

延滞金額を加算して徴収するものとする。 

 ２ 延滞金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。 

 ４ 市長は、受益者が分担金を納期限までに納付しなかったことについてやむを

得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができ

る。 

  第２０条中「第１８条第１項」を「排水設備の新設等」に改める。 

  第２５条第２号中「場合で」の次に「、かつ」を加える。 

  第２８条中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改める。 

  第２９条第１項中「減免」を「減額又は免除」に改める。 

  第３０条第２項中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改める。 

  第３２条第１項中「届け出し」を「届け出」に改める。 

  第３６条第１項中「かかわる」を「関わる」に改める。 

第３８条第２項第３号中「排水設備」の次に「の新設等」を加え、同項第４号

中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第８号中「又は」の次に「同項

の規定による」を加える。 

附則中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

  (経過措置) 

２ 当分の間、第１６条の２第１項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの

割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例



基準割合(地方税法附則第３条の２第１項に規定する特例基準割合をいう。以

下同じ。)が年７．２パーセントの割合に満たない場合には、その年中におい

ては、年１４．５パーセントの割合にあっては当該年における特例基準割合に

年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合(当該加算

した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合)とする。 

(相模原市債権の管理に関する条例の一部改正) 

第１１条 相模原市債権の管理に関する条例(平成２４年相模原市条例第３号)の一

部を次のように改正する。 

  第４条中「第６条」を「第６条第１項」に改める。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定による督促のうち、地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１７１条の規定による督促は、別に定めがあるもの

を除くほか、履行期限後２０日以内に、発付の日から１０日以内の期限を指定

して督促状を発してするものとする。 

  第７条第１項中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第８条中「第６条」を「第６条第１項」に、「地方自治法施行令(昭和２２年政

令第１６号。以下「政令」という。)」を「政令」に改め、「の各号」を削る。 

 (相模原市地域医療医師修学資金貸付条例の一部改正) 

第１２条 相模原市地域医療医師修学資金貸付条例(平成２５年相模原市条例第１９

号)の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「修学資金の」を削る。 

  第９条第２号中「又は退学」を「又は退学させられ、」に改める。 

  第１１条中「返還期日」を「返還期限」に改める。 

  第１４条を第１５条とする。 

  第１３条の見出し中「延滞金」を「違約金」に改め、同条第１項を次のように

改める。 

   市長は、修学資金等を返還期限までに返還しない者がある場合において、前

条の規定により督促をしたときは、返還すべき額(その額に１，０００円未満

の端数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数



金額又はその全額を切り捨てる。)に、その返還期限の翌日から返還の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント(その返還期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算

した金額(その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する

違約金額を加算して徴収するものとする。 

  第１３条第２項中「前項の延滞金」を「違約金の額の計算に用いる年当たりの

割合」に改め、同条第３項中「返還すべき日」を「返還期限」に改め、「ある」

の次に「と認める」を加え、「第１項の延滞金を減免する」を「違約金を減額し、

又は免除する」に改め、同条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

  (督促) 

 第１３条 修学資金等を返還期限までに返還しない者に対する督促については、

相模原市債権の管理に関する条例(平成２４年相模原市条例第３号)の定めると

ころによる。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次

の見出し及び２項を加える。 

  (経過措置) 

 ２ 当分の間、第１４条第１項に規定する違約金の年１４．６パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該年

における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における違約金の額の計算において、その計算

の過程における金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 



 (経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例(以下

「新延滞金徴収条例」という。)第３条第１項及び附則第３項の規定、第２条の

規定による改正後の相模原市奨学金条例(以下「新奨学金条例」という。)第１４

条第１項及び附則第２項の規定、第３条の規定による改正後の相模原都市計画下

水道事業受益者負担に関する条例第１６条第１項及び附則第３項の規定、第４条

の規定による改正後の相模原市看護師等修学資金貸付条例第１２条第１項及び附

則第２項の規定、第５条の規定による改正後の相模原市介護保険条例第１２条

(延滞金の割合に係る部分に限る。)の規定、第６条の規定による改正後の相模原

市公共下水道事業受益者分担に関する条例第１６条第１項及び附則第２項の規定、

第８条の規定による改正後の相模原市農業集落排水事業分担金徴収条例第１３条

第１項及び附則第２項の規定、第９条の規定による改正後の相模原市後期高齢者

医療に関する条例第６条(延滞金の割合に係る部分に限る。)の規定、第１０条の

規定による改正後の相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例第１６

条の２第１項及び附則第２項の規定並びに第１２条の規定による改正後の相模原

市地域医療医師修学資金貸付条例第１４条第１項及び附則第２項の規定は、延滞

金又は違約金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用

し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

３ 新延滞金徴収条例第３条第３項の規定、新奨学金条例第１４条第３項の規定及

び第７条の規定による改正後の相模原市認定外道路管理条例第９条(延滞金の徴

収に係る部分に限る。)の規定は、延滞金又は違約金のうちこの条例の施行の日

以後の期間に対応するものについて適用する。 

 

提案の理由 

  地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の改正により市税に係る延滞金の割合が

変更となることを踏まえた延滞金等の割合に係る規定の改正及び追加、閏
じゅん

年に

おける延滞金等の割合の取扱いに係る規定の追加、延滞金等の額の計算の過程に

おける金額の端数処理に係る規定の追加、延滞金等の減免に係る規定の追加、延

滞金の名称の変更に係る規定の改正、納付の督促に係る規定の追加その他所要の

改正をいたしたく提案するものである。 

 



議案第７９号関係資料 

 

   相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）延滞金等の割合に係る規定の改正及び追加 

  ア 諸収入金等に係る延滞金又は違約金の割合の変更に係る規定の改正(第１

条、第２条、第４条、第５条、第９条及び第１２条関係) 

  （ア）諸収入金、奨学金、看護師等修学資金、介護保険料、後期高齢者医療保

険料及び地域医療医師修学資金等に係る延滞金又は違約金の割合を年

１４．６パーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント)の割合とするもの 

  （イ）当分の間、(ア)に規定する延滞金又は違約金の割合は、(ア)にかかわら

ず、各年の特例基準割合(※)が年７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、当該年における特例基準割合に年７．３

パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間については、当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合に

は、年７．３パーセントの割合))とするもの 

     ※ 「特例基準割合」とは、各年の前々年の１０月から前年の９月まで

の各月において銀行が新たに行った短期貸付けの平均利率の合計を

１２で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合に、年１パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。 

  イ 都市計画下水道事業受益者負担金等に係る延滞金の割合の変更に係る規定

の改正(第３条、第６条、第８条及び第１０条関係) 

（ア）都市計画下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金、農業

集落排水事業受益者分担金及び高度処理型浄化槽事業受益者分担金に係る

延滞金の割合を年１４．５パーセント(納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年７．３パーセント)の割合とするもの 

（イ）当分の間、(ア)に規定する延滞金の割合は、(ア)にかかわらず、各年の

特例基準割合が年７．２パーセントの割合に満たない場合には、その年中



においては、当該年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を

加算した割合(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、

当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合(当該加算した

割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合))とするもの 

ウ 認定外道路占用料に係る延滞金の規定の追加(第７条関係) 

認定外道路占用料について、イに規定する割合と同率の割合で延滞金を徴

収することとするもの 

（２）閏
じゅん

年における延滞金等の割合の取扱いに係る規定の追加(第１条、第２条、

第４条、第５条及び第７条関係) 

   諸収入金、奨学金、看護師等修学資金、介護保険料及び認定外道路占用料に

係る延滞金又は違約金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、

３６５日当たりの割合とする規定を追加するもの 

（３）延滞金等の額の計算の過程における金額の端数処理に係る規定の追加(第１

条から第１０条まで及び第１２条関係) 

   延滞金又は違約金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとする規定を追加するもの 

（４）延滞金等の減免に係る規定の追加(第１条、第２条及び第７条関係) 

諸収入金、奨学金及び認定外道路占用料を納期限までに納付しなかったこと

についてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金又は違約金を減額し、

又は免除することができることとするもの 

（５）延滞金の名称の変更に係る規定の改正(第２条、第４条及び第１２条関係) 

   奨学金、看護師等修学資金及び地域医療医師修学資金等に係る延滞金につい

て、名称を延滞金から違約金へと変更するもの 

（６）納付の督促に係る規定の追加 

ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。)第

１７１条の規定による督促に係る規定の追加(第１１条関係) 

  政令第１７１条の規定による督促について、納期限後２０日以内に、発付

の日から１０日以内の期限を指定して督促状を発して督促しなければならな

いこととする規定を追加するもの 

イ 奨学金等の納付の督促に係る規定の追加(第２条から第４条まで、第６条



から第１０条まで及び第１２条関係) 

  奨学金、都市計画下水道事業受益者負担金、看護師等修学資金、公共下水

道事業受益者分担金、認定外道路占用料、農業集落排水事業受益者分担金、

後期高齢者医療保険料、高度処理型浄化槽事業受益者分担金及び地域医療医

師修学資金等に係る納付の督促について、アに規定する方法と同じ方法です

ることとする規定を追加するもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２６年１月１日 

（２）経過措置 

  ア １(１)ア及びイの規定は、延滞金又は違約金のうちこの条例の施行の日以

後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものにつ

いては、なお従前の例によることとするもの 

  イ １(１)ウ及び(４)の規定は、延滞金又は違約金のうちこの条例の施行の日

以後の期間に対応するものについて適用することとするもの 

 

 

 



議案第８０号  

 

   附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

附属機関の設置に関する条例(昭和３７年相模原市条例第１７号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表市長の部に次のように加える。 

相模原市地域

福祉推進協議

会 

社会福祉法(昭和２６年法律第

４５号)第１０７条に規定する

市町村地域福祉計画の策定につ

いて、市長の諮問に応じて調査

審議し、その結果を答申し、又

は意見を建議するとともに、当

該計画に基づく施策の実施状況

について意見を建議すること。 

１１人以内 ２年(補欠の委

員の任期にあつ

ては、前任者の

残任期間) 

   附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)第１０７条に規定する市町村地域福祉計

画の策定について調査審議させるとともに、当該計画に基づく施策の実施状況に

ついて意見を建議させるため、相模原市地域福祉推進協議会を設置いたしたく提

案するものである。 



議案第８１号 

 

相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例について 

 相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 

相模原市社会福祉審議会条例(平成１４年相模原市条例第４３号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条の見出しを「(組織等)」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項を第

３項とし、第１項を第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

審議会は、委員５０人以内で組織する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２５年法律第４４号)による社会福祉法(昭和２６年法律第

４５号)の改正により地方社会福祉審議会の委員の定数の規定が削除されたこと

に伴い、本市における社会福祉審議会の委員の定数を定めたく提案するものであ

る。 

 



議案第８２号  

 

相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例及び相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例及び相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例及び相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

(相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正) 

第１条 相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例(平成２４年相模原市条例第６６号)の一部を次のように改正する。 

第９７条第１号、第２号及び第４号中「通いサービス又は」を「通いサービス、

指定通所支援事業等基準省令第５４条の８の規定により基準該当児童発達支援と

みなされる通いサービス若しくは指定通所支援事業等基準省令第７１条の４にお

いて準用する指定通所支援事業等基準省令第５４条の８の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は」に、「障害者」を「障害者

及び障害児」に改める。 

第１１１条第１号中「通いサービス又は」を「通いサービス、指定通所支援事

業等基準省令第５４条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い

サービス若しくは指定通所支援事業等基準省令第７１条の４において準用する指

定通所支援事業等基準省令第５４条の８の規定により基準該当放課後等デイサー

ビスとみなされる通いサービス又は」に、「利用者」を「障害者及び障害児」に



改め、同条第２号及び第４号中「利用者」を「障害者及び障害児」に改める。 

(相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正) 

第２条 相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成２４年相模原市条例第７３号)の一部を次のように改正する。 

目次中「第６１条」を「第６１条の２」に改める。 

第２章第５節中第６１条の次に次の１条を加える。 

(指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例) 

第６１条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成１８

年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」とい

う。)第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。

以下同じ。)が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児

童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護

(指定地域密着型サービス基準省令第６２条に規定する指定小規模多機能型居

宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準省令第６３

条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合には、

当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小

規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第６３条第１

項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を基準

該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第５９条(第 

２３条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。)を

除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所については適用し

ない。 

（１）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者(指定地域密着型サービス基準省令第６３条第

１項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準省令第

９４条の２の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、この

条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第

８１条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービス

とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第３４条



に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平

成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区省令」という。)第４条第１

項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小

規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数

の上限をいう。以下この条において同じ。)を２５人以下とすること。 

（２）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員(当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数と指定障害

福祉サービス等基準省令第９４条の２の規定により基準該当生活介護とみな

される通いサービス、この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされ

る通いサービス若しくは第８１条において準用するこの条の規定により基準

該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条第

１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障

害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。)を登録定員の２分の１から

１５人までの範囲内とすること。 

（３）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂(指定地域密着型

サービス基準省令第６７条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。)

は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービ

スの利用者数及び指定障害福祉サービス等基準省令第９４条の２の規定によ

り基準該当生活介護とみなされる通いサービス、この条の規定により基準該

当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第８１条において準用す

るこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサー

ビスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定

地域密着型サービス基準省令第６３条に規定する基準を満たしていること。 

（５）この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受

ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他

の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

第８０条第１項中「基準該当放課後等デイサービス事業所には」を「基準該当 

放課後等デイサービス事業所は」に改める。 



第８１条中「、第６１条」を「から第６１条の２まで」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令(平成２５年厚生労働省令第９０号)による障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準(平成１８年厚生労働省令第１７１号)及び児童福祉法に

基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成２４年厚

生労働省令第１５号)の改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所におい

て障害児に対する通いサービスを提供する場合の特例の規定の追加その他所要の

改正をいたしたく提案するものである。 



議案第８２号関係資料 

 

相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例及び相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）第１条関係(相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正) 

  ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成１８

年厚生労働省令第１７１号。以下「省令」という。)の改正に伴い、指定小

規模多機能型居宅介護事業所が障害者に対して基準該当生活介護とみなされ

る通いサービスを提供する場合の特例の要件に次のとおり追加するもの 

  （ア）当該事業所の登録定員の範囲に、基準該当児童発達支援又は基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用する障害児の数を

含めること。 

  （イ）当該事業所における通いサービスの１日当たりの利用定員の範囲に、基

準該当児童発達支援又は基準該当放課後等デイサービスとみなされる通

いサービスを利用する障害児の数を含めること。 

  （ウ）当該事業所の従業者の員数の基準を満たすに当たり、当該事業所が提供

する通いサービスの利用者数について、基準該当児童発達支援又は基準

該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用する障害児

の数を含めること。 

  イ 省令の改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所が利用者に対して 

基準該当短期入所を提供する場合の特例の要件に、基準該当児童発達支援又

は基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するため

に当該事業所に登録を受けた障害児に対して宿泊サービスを提供することを

追加するもの 

（２）第２条関係(相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正) 



児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準(平成２４年厚生労働省令第１５号)の改正に伴い、指定小規模多機能型居宅

介護事業所が障害児に対して基準該当児童発達支援又は基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを提供する場合の特例の要件を次のとおり

定めるもの 

  ア 当該事業所の登録定員を２５人以下とすること。 

  イ 当該事業所における通いサービスの１日当たりの利用定員を登録定員の２

分の１から１５人までの範囲内とすること。 

  ウ 当該事業所の居間及び食堂について、機能を十分に発揮しうる適当な広さ

とすること。 

  エ 当該事業所の従業者の員数について、当該事業所が提供する通いサービス

の利用者数を通いサービスを受ける障害者及び障害児等の数の合計数である

とした場合における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準(平成１８年厚生労働省令第３４号)第６３条に規定する従業者の

員数等の基準を満たしていること。 

  オ 当該事業所において通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービス

を提供するため、関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

２ 施行期日 

  公布の日 

 



 

議案第８３号 

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例について 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例 

相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成４年相模原

市条例第１５号)の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

３６ 
鶴の原地区地区整

備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

相模原都市計画鶴の原地区地区計画において地区整

備計画が定められている区域 

別表第２に次のように加える。 

３６ 鶴の原地区地区整備計画区域 

計 画 地 区 Ａ地区 Ｂ地区 

（１）
建築してはならな

い建築物 
 

（２）
建築物の容積率の

最高限度 
 

（３）
建築物の建ぺい率

の最高限度 
 

（４）
建築物の敷地面積

の最低限度 

８０平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出

所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地

として使用するものについては、この限りでない。 



 

 

 

 

（５）

壁 

面 

の 

位 

置 

の 

制 

限 

（ア） 距 離 

隣地境界線までの場合にあっては、０．５メートル 

（イ）

適用除

外の建

築物 

物置、車庫その他これらに類する用途に供する建築

物で、高さが３メートル以下で、かつ、軒の高さが

２．３メートル以下であるもの 

（６）
建築物の高さの最

高限度 

１１メートル。ただし、

相模原都市計画地区計画

の決定について(平成２５

年相模原市告示第３７１

号)の告示の日におい

て、現に存する建築物又

は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築

物の敷地の全部を一の敷

地として使用する場合

(道路、公園その他これ

らに類する公共施設の用

に供した場合は除く。)

で、当該告示の日におけ

るこれらの建築物の高さ

(工事中の建築物にあっ

ては、完成時の高さ)を

超えない範囲で建築物を

建築するときは、適用し

ない。 

１３メートル。ただし、

相模原都市計画地区計画

の決定について(平成２５

年相模原市告示第３７１

号)の告示の日におい

て、現に存する建築物又

は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築

物の敷地の全部を一の敷

地として使用する場合

(道路、公園その他これ

らに類する公共施設の用

に供した場合は除く。)

で、当該告示の日におけ

るこれらの建築物の高さ

(工事中の建築物にあっ

ては、完成時の高さ)を

超えない範囲で建築物を

建築するときは、適用し

ない。 

備考 この表(６)項において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他

これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面

積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、３メートルまでは、



 

当該建築物の高さに算入しない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第６８条の２第１項の規定に基づき、

適正な都市機能及び健全な都市環境を確保するため、鶴の原地区の地区整備計画

の区域内における建築物の制限について所要の定めをいたしたく提案するもので

ある。 



議案第８３号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鶴の原地区 

Ａ地区 

Ｂ地区 

相模大野(５) 

豊 町 
上鶴間 

栄 町 

御園(２) 

御園(１) 

文京(２) 

若松(６) 

旭 町 

相
模
大
野(

６)

在日米陸軍相模原住宅地区  

相模女子大学  

南区合同庁舎  

東
大
沼(

４)

谷口台小学校  



議案第８４号 

 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２５年８月２６日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例 

相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市条例第１９号)の一部を次のように改正

する。 

 目次中「第３章 特定公共賃貸住宅の管理(第４８条－第６２条）」を 

「第３章 特定公共賃貸住宅の管理(第４８条－第６２条） 

 第３章の２ 準公営住宅の管理(第６２条の２－第６２条の７) 」
に改める。 

 第１条中「)及び」を「)に基づく公営住宅、」に、「市営住宅及び」を「特定公

共賃貸住宅及び準公営住宅並びに」に改める。 

第２条中第８号を第９号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、同条

第３号中「及び特定公共賃貸住宅」を「、特定公共賃貸住宅及び準公営住宅」に改

め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

（３）準公営住宅 特定公共賃貸住宅としての用途を変更した住宅及びその附帯施

設で、公営住宅に準じて低額所得者に賃貸するためのものをいう。 

 第９条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

 第１７条第３項中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第１８条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

第１９条中「減免し」を「減額し、若しくは免除し」に改める。 

 第２１条を次のように改める。 

 (督促) 

第２１条 家賃を前条第２項に規定する納期限までに納付しない者に対する督促に

ついては、相模原市債権の管理に関する条例(平成２４年相模原市条例第３号)の

定めるところによる。 



 第２１条の次に次の１条を加える。 

 (違約金の徴収) 

第２１条の２ 市長は、家賃を第２０条第２項に規定する納期限までに納付しない

者がある場合において、前条の規定により督促をしたときは、当該家賃の額(そ

の額に１，０００円未満の端数があるとき又はその全額が２，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント(その納期限の翌日

から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント)の割合を乗

じて計算した金額(その額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が 

１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に

相当する違約金額を加算して徴収するものとする。 

２ 違約金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合とする。 

３ 市長は、入居者が家賃を第２０条第２項に規定する納期限までに納付しなかっ

たことについてやむを得ない理由があると認めるときは、違約金を減額し、又は

免除することができる。 

 第２２条第２項中「減免し」を「減額し、若しくは免除し」に改め、同条第３項

ただし書中「又は損害賠償金」を「、損害賠償金等」に改める。 

 第３２条第３項中「前２項の」の次に「規定による」を加える。 

 第３４条第２項中「第２１条」を「第２１条の２」に改める。 

 第３７条第３項中「第２１条まで」を「第２１条の２まで」に、「、第２０条」

を「及び第２０条」に、「及び第２１条」を「から第２１条の２まで」に改める。 

 第４０条第１項中「第２２条第２項」を「第２１条の２第３項(第３４条第２項

又は第３７条第３項において準用する場合を含む。)の規定による違約金の減免、

第２２条第２項」に改める。 

 第４１条第４項中「に規定する公営住宅建替事業」を「の規定による公営住宅建

替事業の施行」に改める。 

第４６条第１項中「入居者が」及び「当該」を削り、同項第１号中「不正な」を

「入居者が不正な」に改め、同項第２号中「家賃」を「入居者が家賃」に改め、同

項第３号中「公営住宅」を「入居者が公営住宅」に改め、同項第４号中「正当な」

を「入居者が正当な」に改め、同項第６号中「暴力団員」を「入居者が暴力団員」



に改め、同項第７号中「ほか、」の次に「入居者が」を加え、同条第２項中「規定

により」を「規定による」に改め、同条第３項から第５項までの規定中「同項の」

の次に「規定による」を加える。 

第４７条第４項中「ほか、」の次に「社会福祉法人等による」を、「市長が」の

次に「別に」を加える。 

 第６０条中「減免し」を「減額し、若しくは免除し」に改める。 

 第６１条中「入居者が」及び「当該」を削る。 

第６２条中「及び第２号並びに」を「、第２号及び」に、「、第２１条」を「か

ら第２１条の２まで」に改め、「条例」を削る。 

 第３章の次に次の１章を加える。 

   第３章の２ 準公営住宅の管理 

 (準公営住宅の管理) 

第６２条の２ 準公営住宅の管理については、この章に定めるもののほか、公営住

宅の管理の例による。 

 (用途廃止に係る公営住宅の入居者資格の特例) 

第６２条の３ 準公営住宅の用途の廃止により当該準公営住宅の明渡しをしようと

する入居者が、当該明渡しに伴い公営住宅に入居の申込みをした場合においては、

その者は、第６条第１項各号に掲げる条件を備える者とみなす。 

 (期間通算) 

第６２条の４ 市長がこの条例の規定により準公営住宅の入居者を引き続き公営住

宅に入居させた場合における第２章第４節の規定の適用については、その者が従

前の準公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに入居した公営住宅に入居

している期間に通算する。 

 (除却等に伴う明渡請求) 

第６２条の５ 市長は、規則で定める公益上及び管理上準公営住宅の除却が必要と

認めるときは、準公営住宅の入居者に対して、期限を定めて、当該準公営住宅の

明渡しを請求することができる。 

２ 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して３月を経

過した日以後の日とする。 

３ 第１項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やか

に、当該準公営住宅を明け渡さなければならない。 



４ 第１項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても準公営住宅を明

け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該準公営住

宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の２倍に

相当する額の金銭を徴収することができる。 

 (仮住居の提供) 

第６２条の６ 市長は、前条第１項の規定による請求を受けた者に対し、必要な仮

住居を提供しなければならない。 

 (家賃の特例) 

第６２条の７ 市長は、準公営住宅の用途の廃止による準公営住宅の除却に伴い当

該準公営住宅の入居者を公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公

営住宅の家賃が従前の準公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者

の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第１６条第１項、第３４条

第１項又は第３７条第１項の規定にかかわらず、政令第１１条で定めるところに

より、当該入居者の家賃を減額するものとする。 

 第６４条第３号中「準用する場合」の次に「及び第６２条の２の規定によりその

例によることとされる場合」を加える。 

 第６７条ただし書中「場合又は」を「場合、」に改める。 

 第７０条第２項中「減免し」を「減額し、若しくは免除し」に改める。 

 第７１条第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、市長が」に改める。 

 第７２条第２項中「準用する場合」の次に「及び第６２条の２の規定によりその

例によることとされる場合」を加える。 

 第７３条中「第２１条」の次に「、第２１条の２」を加える。 

 第７６条第１項中「指定管理者の公募」を「公募」に改める。 

 第７７条第１項中「新たに指定管理者の」を「特に緊急を要するため新たに」に、

「いとまがない」を「時間的余裕がないことが明らかである」に改め、同項第１号

中「指定管理者の公募」を「公募」に改める。 

 第８０条中「、第８２条及び第８３条第１項」を削る。 

 第８２条第２項及び第３項中「場合」の次に「及び第６２条の２の規定によりそ

の例によることとされる場合」を加える。 

附則中第３６項を第３８項とし、第３５項を第３７項とする。 

附則第３４項中「附則第３０項」を「附則第３２項」に改め、同項を附則第３６



項とする。 

 附則中第３３項を第３５項とし、第３２項を第３４項とし、第３１項を第３３項

とし、第３０項の前の見出しを削り、同項を第３２項とし、同項の前に見出しとし

て「(城山町及び藤野町の編入に伴う経過措置)」を付する。 

附則中第２９項を第３１項とする。 

附則第２８項中「附則第２４項」を「附則第２６項」に改め、同項を附則第３０

項とする。 

附則中第２７項を第２９項とし、第２６項を第２８項とし、第２５項を第２７項

とし、第２４項の前の見出しを削り、同項を第２６項とし、同項の前に見出しとし

て「(津久井町及び相模湖町の編入に伴う経過措置)」を付し、第２３項の次に次の

２項を加える。 

２４ 当分の間、第２１条の２第１項に規定する違約金の年１４．６パーセントの

割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基

準割合(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する

各年の特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該

年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年 

７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合)とする。 

２５ 前項の規定の適用がある場合における違約金の額の計算において、その計算

の過程における金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 別表第１号の表小渕住宅の項を削り、同表第３号の次に次の１号を加える。 

（４）準公営住宅 

名    称 位            置 

上九沢団地 相模原市緑区上九沢４番地 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２１条の改正規定、第２１条

の次に１条を加える改正規定、第３４条、第３７条及び第４０条の改正規定、第

６２条の改正規定(「、第２１条」を「から第２１条の２まで」に改める部分に



限る。)、第７３条及び附則の改正規定並びに次項の規定は、平成２６年１月１

日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第２１条の２第１項及び第３項(第３４条第２項、第３７条第３項、

第６２条及び第７３条において準用する場合を含む。)、第４０条第１項並びに

附則第２４項の規定は、違約金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応する

ものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例に

よる。 

 

提案の理由 

準公営住宅の設置及び管理に係る規定の追加、小渕住宅の廃止に係る規定の削

除、納付の督促に係る規定の改正及び違約金の徴収に係る規定の追加その他所要

の改正をいたしたく提案するものである。 

 



議案第８４号関係資料(その１) 

 

   相模原市市営住宅条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）準公営住宅の設置及び管理に係る規定の追加 

ア 定義に係る規定の改正(第２条関係) 

準公営住宅の定義を追加し、市営住宅の定義を公営住宅及び特定公共賃貸

住宅から公営住宅、特定公共賃貸住宅及び準公営住宅とするもの 

イ 準公営住宅の管理に係る規定の追加 

  （ア）準公営住宅の管理(第６２条の２関係) 

     準公営住宅の管理については、(イ)から(カ)までに定めるもののほか、

公営住宅の管理の例によることとするもの 

  （イ）用途廃止に係る公営住宅の入居者資格の特例(第６２条の３関係) 

     準公営住宅の入居者が当該準公営住宅の用途廃止による明渡しに伴い公

営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該入居者は公営住宅の

入居者資格を備える者とみなすこととするもの 

  （ウ）期間通算(第６２条の４関係) 

     準公営住宅の入居者を引き続き公営住宅に入居させた場合においては、

準公営住宅の入居期間を公営住宅の入居期間に通算することとするもの 

  （エ）除却等に伴う明渡請求(第６２条の５関係) 

    ａ 市長は、規則で定める公益上及び管理上準公営住宅の除却が必要と認

めるときは、準公営住宅の入居者に対して、期限を定めて、当該準公営

住宅の明渡しを請求することができることとするもの 

    ｂ ａの期限は、ａの規定による請求をする日の翌日から起算して３月を

経過した日以後の日とするもの 

    ｃ ａの規定による請求を受けた者は、ａの期限が到来したときは、速や

かに、当該準公営住宅を明け渡さなければならないこととするもの 

    ｄ ａの規定による請求を受けた者がａの期限が到来しても準公営住宅を

明け渡さない場合には、市長は、ａの期限が到来した日の翌日から当該

準公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住



宅の家賃の２倍に相当する額の金銭を徴収することができることとする

もの 

（オ）仮住居の提供(第６２条の６関係) 

     市長は、(エ)ａの規定による請求を受けた者に対し、必要な仮住居を提

供しなければならないこととするもの 

  （カ）家賃の特例(第６２条の７関係) 

     市長は、準公営住宅の用途廃止により当該準公営住宅の入居者を公営住

宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の

準公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定

を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の家賃を減額するこ

ととするもの 

ウ 準公営住宅の設置に係る規定の追加(別表関係) 

    準公営住宅を設置するため、名称及び位置を別表に加えるもの 

（２）小渕住宅の廃止に係る規定の削除(別表関係) 

   小渕住宅を廃止するため、名称及び位置を別表から削除するもの 

（３）納付の督促に係る規定の改正及び違約金の徴収に係る規定の追加 

ア 納付の督促に係る規定の改正(第２１条関係) 

    納付の督促について、相模原市債権の管理に関する条例(平成２４年相模

原市条例第３号)の定めるところによることとするもの 

イ 違約金の徴収に係る規定の追加(第２１条の２関係) 

  （ア）違約金の割合を年１４．６パーセント(納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセント)の割合とするもの 

  （イ）違約金の年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とするもの 

  （ウ）市長は、入居者が家賃を納期限までに納付しなかったことについてやむ

を得ない理由があると認めるときは、違約金を減額し、又は免除するこ

とができることとするもの 

  ウ 違約金の割合の特例に係る規定の追加(附則第２４項及び第２５項関係) 

    当分の間、イ(ア)に規定する違約金の割合は、イ(ア)にかかわらず、各年

の特例基準割合(※)が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その

年中においては、当該年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合



を加算した割合(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、

当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割

合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割

合))とし、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てることとする規定を追加するもの 

※ 「特例基準割合」とは、各年の前々年の１０月から前年の９月まで

の各月において銀行が新たに行った短期貸付けの平均利率の合計を１２

で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合に、年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

公布の日。ただし、１(３)及び(２)の規定は、平成２６年１月１日 

（２）経過措置  

  １(３)イ(ア)及び(ウ)並びにウの規定は、違約金のうち平成２６年１月１日

以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものにつ

いては、なお従前の例によることとするもの 

   



議案第８４号関係資料(その２) 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   施設の概要 

位  置 相模原市緑区小渕２０３１番地１ 

建設年度 昭和３０年度 

戸  数 １戸 

敷地面積 ２４４．６６㎡ 

小渕住宅 

吉 野 
小 渕 

名 倉 
日 連 

藤野診療所  

藤野駅  

藤野総合事務所  

相模湖  

澤 井 

藤野中学校  

藤野住宅

国道２０号  



議案第８５号  

 

   相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２５年８月２６日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 相模原市道路占用料徴収条例(昭和４４年相模原市条例第１５号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改める。 

 第３条第２項中「もしくは」を「若しくは」に、「または」を「又は」に改める。 

 第４条第２項ただし書中「一に」を「いずれかに」に、「または」を「又は」に

改め、同項第２号中「責」を「責め」に改め、同項第３号中「その他」を「前２号

に掲げるもののほか、」に改める。 

 第５条中「減額し又は」を「減額し、又は」に改め、同条第６号中「その他」を

「前各号に掲げるもののほか、」に改める。 

 第６条を次のように改める。 

(督促) 

第６条 市長は、占用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後２０

日以内に、発付の日から１０日以内の期限を指定して督促状を発して督促しなけ

ればならない。 

 第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

(延滞金の徴収) 

第７条 市長は、占用料を納期限までに納付しない者がある場合において、前条の

規定による督促をしたときは、当該占用料の額(その額に１，０００円未満の端

数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、年１４．５パーセント(その納期限の翌日から１月を経過する日まで



の期間については、年７．３パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額

に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して

徴収するものとする。 

２ 延滞金の額の計算に用いる年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合とする。 

３ 延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 市長は、占用者が占用料を納期限までに納付しなかつたことについてやむを得

ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。 

 附則第３項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。 

附則中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項の前の見出しを削り、

同項を第８項とし、同項の前に見出しとして「(城山町及び藤野町の編入に伴う経

過措置)」を付する。 

附則中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の前の見出しを削り、

同項を第５項とし、同項の前に見出しとして「(津久井町及び相模湖町の編入に伴

う経過措置)」を付し、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合及び

年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合

(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第３条の２第１項に規定する各年の

特例基準割合をいう。以下同じ。)が年７．２パーセントの割合に満たない場合

には、その年中においては、年１４．５パーセントの割合にあつては当該年にお

ける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パ

ーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合)とする。 

 附則別表第１から附則別表第４までの規定中「附則第４項」を「附則第５項」に

改める。 

 附則別表第５から附則別表第８までの規定中「附則第７項」を「附則第８項」に

改める。 

 



 「  「    

別表中 

幕(政令第

７条第２号

に掲げる工

事用施設で

あるものを 

 を 

幕(政令第

７条第４号

に掲げる工

事用施設で

あるものを 

 

に、 

 除く。)  除く。)   

  」  」  

「  

政令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同

条第３号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

４６０ 

政令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同

条第５号に掲げる施設 

２２０ 

                                   」 

を 

「 

政令第７条第２号に掲げる発電設備 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

２２０ 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事用材料 

４６０ 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同

条第７号に掲げる施設 

２２０ 

                                    」 

「  

 政令第７条

第６号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

 

 上空に設けるもの  

  その他のもの  

 政令第７条

第７号に掲 

建築物  



 げる施設 その他のもの  

    

 政令第７条

第８号に掲

げる施設及

び自動車駐 

建築物 

 

 

その他のもの 

 

に、 
車場  

を 
政令第７条

第９号に掲

げる応急仮

設建築物  

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

 上空に設けるもの  

 その他のもの  

 政令第７条第１０号に掲げる器具  

 政令第７条

第１１号に 

トンネルの上又は自動車専用道

路(高架のものに限る。)の路面 

 

 掲げる施設 

 

下に設けるもの 

 上空に設けるもの 

   

 その他のもの  

                     」 

「   

政令第７条

第８号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

 

上空に設けるもの  

 その他のもの  

政令第７条 建築物 



第９号に掲   

げる施設 その他のもの  

   

政令第７条

第１０号に

掲げる施設 

建築物 

 

 

その他のもの 

及び自動車

駐車場 
 

 

に改め、同表備考第５項中「第 
政令第７条

第１１号に

掲げる応急

仮設建築物 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

上空に設けるもの  

その他のもの  

政令第７条第１２号に掲げる器具  

政令第７条

第１３号に 

トンネルの上又は自動車専用道

路(高架のものに限る。)の路面 

 

掲げる施設 

 

下に設けるもの 

上空に設けるもの 

  

その他のもの  

                      」 

７条第６号」を「第７条第８号」に、「同条第１１号」を「同条第１３号」に改め

る。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の第７条第１項及び附則第４項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行



の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものに

ついては、なお従前の例による。 

３ 改正後の第７条第４項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間

に対応するものについて適用する。 

 

提案の理由 

  道路法施行令(昭和２７年政令第４７９号)の改正に伴う占用物件に係る項目の

追加、納付の督促及び延滞金の徴収に係る規定の追加その他所要の改正をいたし

たく提案するものである。 

 



議案第８５号関係資料 

 

   相模原市道路占用料徴収条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）占用物件に係る項目の追加(別表関係) 

   道路法施行令(昭和２７年政令第４７９号)の改正に伴い、太陽光発電設備

及び風力発電設備を項目として追加し、占用料を占用面積１平方メートルにつ

き１月当たり２２０円とするもの 

（２）納付の督促及び延滞金の徴収に係る規定の追加等 

ア 納付の督促に係る規定の追加(第６条関係) 

  占用料を納期限までに納付しなかった者に対する納付の督促について、納

期限後２０日以内に、発付の日から１０日以内の期限を指定して督促状を発

して督促しなければならないこととする規定を追加するもの 

イ 延滞金の徴収に係る規定の改正(第７条関係) 

  （ア）延滞金の割合を年１４．５パーセント(納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセント)の割合とするもの 

  （イ）延滞金の年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とするもの 

  （ウ）延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に１円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てることとするもの 

（エ）市長は、占用者が占用料を納期限までに納付しなかったことについてや

むを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除するこ

とができることとするもの 

  ウ 延滞金の割合の特例に係る規定の追加(附則第４項関係) 

当分の間、イ(ア)に規定する延滞金の割合は、イ(ア)にかかわらず、各

年の特例基準割合(※)が年７．２パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、当該年における特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合(納期限の翌日から１月を経過する日までの期

間については、当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割

合(当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、



年７．３パーセントの割合))とする規定を追加するもの 

※ 「特例基準割合」とは、各年の前々年の１０月から前年の９月までの

各月において銀行が新たに行った短期貸付けの平均利率の合計を１２で

除して計算した割合として財務大臣が告示する割合に、年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２６年１月１日 

（２）経過措置 

  ア １(２)イ(ア)及びウの規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の

期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについて

は、なお従前の例によることとするもの 

  イ １(２)イ(エ)の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に

対応するものについて適用することとするもの 


